
児島湖に係る第９期湖沼水質保全計画策定検討会設置要領 
 

（目的） 

第１条 児島湖の更なる水質保全を推進するため、児島湖に係る湖沼水質保全計画を策定

するに当たり、幅広い観点から総合的に検討を加えるとともに、児島湖の実態に即した

湖沼水質保全対策をとりまとめることを目的として、湖沼水質保全計画策定検討会（以

下「検討会」という。）を設置する。 

 

（業務） 

第２条 検討会は、次の業務を所掌する。 

(1) 児島湖の水質保全対策に関すること。 

(2) 湖沼水質保全計画の進行管理手法に関すること。 

(3) 第８期湖沼水質保全計画の評価に関すること。 

(4) 第９期湖沼水質保全計画の策定に関すること。 

(5) 流出水対策推進計画の策定に関すること。 

(6) その他必要事項 

 

（組織） 

第３条 検討会は、別表の委員をもって構成する。 

２ 委員は、学識経験者、NPO 等環境団体、行政関係者のうちから知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、令和９年３月 31 日までとする。 

 

（座長及び副座長） 

第４条 検討会に、座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故等があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 検討会の会議は、座長が召集し、座長が議長となる。 

２ 座長は、必要に応じて委員以外の関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 検討会は、必要に応じ、ワーキンググループを設置することができる。 

 

（事務局） 

第７条 検討会の事務局は、岡山県環境文化部環境管理課において行う。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会

に諮って定める。 

 

  附 則 

 この要領は、令和７年７月１日から施行する。 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  


